
以下の事由に該当する場合、随時申込みを受け付けます（給付奨学金は事由
発生日から原則3か月以内、貸与奨学金は事由発生日から１２ヵ月以内）。
まずは奨学金窓口にご相談ください。

・生計維持者が死亡
・生計維持者が事故または病気により就労困難
・生計維持者が失職
・生計維持者が震災、火災、風水害に被災
・父母等による暴力等から避難
・生計維持者との離別（離婚、行方不明等）

【お問合せ先】 就職・生活支援課 奨学金担当 Ｅ-ｍａｉｌ：life@fpu.ac.jp


